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田子町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

令和３年４月１日策定 

田 子 町 長 

田 子 町 議 会 議 長 

田 子 町 代 表 監 査 委 員 

田 子 町 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 

田 子 町 教 育 委 員 会 教 育 長 

田 子 町 農 業 委 員 会 会 長 

 

 

田子町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号。以下「法」という。）第

15 条に基づき、田子町長、田子町議会議長、田子町代表監査委員、田子町選挙管理委員会委員長、

田子町教育委員会教育長、田子町農業委員会会長が策定する特定事業主行動計画です。 

 

 

 

１．計画期間 

本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とします。 

 

 

 

２．計画の推進 

組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組

の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等を実施し、必要に応じて見直しを行いながら、計

画の推進を図っていきます。 

 

 

 

３．平成２８年度から令和２年度までの特定事業主行動計画の実施状況 

 

  【女性職員の管理職登用率】 

・目標値 管理職登用率３０％ 

・達成値 平成２７年度 女性の管理職登用率  ７．９％ 

令和２年度  女性の管理職登用率 １１．１％ 

・本計画策定時より３．２ポイント増加しましたが、目標値に到達しませんでした。 
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 【男女別の育児休業取得率】 

   ・目標値 男性職員  １０％（子どもの出生時における５日以上の連続休暇の取得含む） 

        女性職員 １００％ 

   ・達成値 平成２７年度 男性の取得率  ０％ 

               女性の取得率１００％ 

         令和２年度  男性の取得率  ０％ 

                女性の取得率１００％ 

    ・女性職員の育児休業取得率は対象者全員の取得を達成しており、体制が安定しています。 

     一方男性職員の育児休業取得率は、年度によって育児休業取得の対象に該当する職員がい

ない状況や、体制の構築不足もあり、目標値に到達しませんでした。 

 

 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標 

法第 15条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動

計画の策定等に係る内閣府令（平成 27年内閣府令第 61号。以下「内閣府令」という。）第２条に

基づき、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情につ

いて分析を行いました。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を

設定します。 

 

【配置・育成・教育訓練及び登用】 

（１） 令和８年度までに、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を３０％にします。 

（２） 令和８年度までに、女性職員の研修受講率を１５％にします。 

 

  【仕事と家庭の両立】 

（１） 令和８年度までに、男性職員の育児参加休暇の取得割合を１０％にします。 

（２） 令和８年度までに、男性職員の育児休業休暇の取得割合を１０％にします。 

 

 

 

５．女性職員の活躍の躍進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期 

  ４で掲げた数値目標の達成に向け、次に掲げる取組を令和３年度から実施します。 

 

 【配置・育成・教育訓練及び登用】 

（１） 女性職員のキャリア形成の意欲と資質の把握に努め、職務経験や業務の配置・分布に

ついては男女間の均衡化を図り、本人の意思・意欲を考慮・反映しながら女性職員の

キャリアアップ・管理職の登用を推進する。 
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（２） キャリア形成の支援 

女性職員のキャリア形成支援に係る研修の参加機会の確保に努め、参加の推進に努め

ます。 

 

   【仕事と家庭の両立】 

（１） 職場における性別役割分担意識を解消するとともに、慣習となっている業務時間外の

業務について見直しを行い、仕事と家庭生活の両立を図ることができる職場環境の構

築に努めます。 

（２） 男性職員の育児参加休暇・育児休業休暇取得の促進に向けて、男性職員が休暇を取得

しやすい環境の構築に努めます。 

  


